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化管法等による化学物質の適正管理の推進 

 本市では、化学物質の取扱量が一定規模以上の事業者に、その化学物質の排出

量等について届け出ることを義務付けています。（表 1） 

また、条例では事業者による自主的な化学物質の適正管理を促進するため、特

定化学物質等適性管理書の作成等を求めています。 

表 1 化管法と環境保全条例の届出制度の概要 

項目 化管法※１ 環境保全条例※２

対象化学物質 
化管法で定める 462 物質 

（平成 21 年度把握分まで 354 物質） 

届
出
事
業
者

業種 
製造業等 24 業種 

（平成 21 年度把握分まで 23 業種） 

従業員数 事業者が常時使用する従業員数（全社の合計）が 21 人以上 

年間取扱量 

1 トン以上 

（ベンゼン等 15 物質（平成 21 年度把握分まで 12 物質）につ

いては 0.5 トン以上） 

その他 
特別要件施設※３

(年間取扱量に関わらず対象) 

届出内容 排出量※４及び移動量※５ 取扱量※６

※１ 化管法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

※２ 環境保全条例：市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 

※３ 特別要件施設：廃棄物処理施設や下水道終末処理施設など 

※４ 排出量：事業所から大気や公共用水域などの環境中へ排出した量 

※５ 移動量：廃棄物として事業所の外へ移動した量及び下水道へ移動した量 

※６ 取扱量：事業所で製造及び使用した量 

資料２－３
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＜参考＞ 

１ 環境保全条例届出事業者数と取扱量の推移 

２ 化管法届出事業者数と排出量の推移（本市届出分） 
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図１ 条例届出数と取扱量の推移
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図２ 法届出数と排出量の推移
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３ 大気への排出量の内訳（平成２６年度） 

４ 有害大気汚染物質の大気への排出量の推移（本市届出分） 
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図３ 大気への排出量の内訳
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図４ 有害大気汚染物質の大気への排出量の推移
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５ 大気への排出量の多い業種（平成２６年度）（本市届出分） 

６ 全国及び愛知県の届出集計結果との比較 

愛知県は、届出事業所数、排出量ともに全国で 1 番多く、排出量は全国の

7.2％を占めています。 

名古屋市の排出量の合計は、全国の 1.1％、愛知県の 15％となっています。 

表２ 全国及び愛知県の届出集計結果との比較 

380 310 
240 

160 
110 

71 
48 

40 
37 
33 

85

0 100 200 300 400

窯業・土石製品製造業

輸送用機械器具製造業

食料品製造業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

化学工業

燃料小売業

家具・装備品製造業

一般機械器具製造業

電気機械器具製造業

その他

図５ 業種別の大気への排出量の内訳

項目 全国 愛知県 名古屋市 

届出事業所数 35,573 2,059 405

届出排出量（トン） 159,021 11,399 1,702

全国に対する排出量の割合 ― 7.2％ 1.1％

(トン)


